
　

日
本
年
金
機
構
で
は
、
厚
生
労

働
省
と
協
力
し
、毎
年
11
月
を「
ね

ん
き
ん
月
間
」と
し
、
み
な
さ
ん

の
公
的
年
金
制
度
の
理
解
を
深
め

る
た
め
の
取
組
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」を
利
用
す

る
と
、
自
身
の
年
金
記
録
を
確
認

で
き
、
こ
の
記
録
を
基
に
将
来
の

年
金
受
給
見
込
額
を
試
算
で
き
ま

す
。
ぜ
ひ
、
こ
の
機
会
に「
ね
ん
き

ん
ネ
ッ
ト
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

確
認
す
る
か
、
年
金
事
務
所
に
お

問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３（
２
４
２
）６
３
２
０

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」は
こ
ち
ら
←

国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
所
得
税
法

と
地
方
税
法
で
、
社
会
保
険
料
控

除
と
し
て
そ
の
年
の
課
税
所
得
か

ら
控
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
４
年
分
の
控
除
の
対
象
と

な
る
の
は
、
令
和
４
年（
１
月
１

日
〜
12
月
31
日
）の
期
間
中
に
納

め
た
、
過
年
度
分
や
追
納
し
た
保

険
料
も
含
め
た
全
額
が
控
除
の
対

象
で
す
。

　

な
お
、
家
族（
配
偶
者
や
子
な

ど
）の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保

険
料
を
代
わ
り
に
納
め
て
い
る
場

合
は
、
そ
の
保
険
料
も
含
め
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
る
に

た
め
に
は

　

令
和
４
年
中
に
納
付
し
た
国
民

年
金
保
険
料
に
つ
い
て
、
社
会
保

険
料
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
に
、

保
険
料
を
納
め
た
こ
と
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
、「
社
会

保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除

証
明
書
」が
対
象
者
に
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
お
手
元
に
届
き
ま
し

た
ら
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
の

時
期
ま
で
大
事
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

証
明
書
の
発
送
時
期

・ 

１
月
１
日
〜
年
９
月
30
日
の
間

に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ

れ
た
方
…
10
月
下
旬
〜
11
月
上
旬

・ 

10
月
１
日
〜
12
月
31
日
の
間
に

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ

た
方（
１
月
１
日
〜
９
月
30
日

の
間
に
納
付
さ
れ
た
方
を
除

く
）…
令
和
５
年
２
月
上
旬

保
険
料
は
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う

　

国
民
年
金
制
度
は
、
税
法
上
だ

け
で
は
な
く
、
老
後
や
不
慮
の
事

故
な
ど
の
際
に
も
心
強
い
味
方
と

な
る
制
度
で
す
。
そ
の
た
め
に
も
保

険
料
は
忘
れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

問
ね
ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
０
３
）０
０
４

※
０
５
０
か
ら
始
ま
る
電
話
で
お

か
け
に
な
る
場
合

☎
０
３（
６
６
３
０
）２
５
２
５

証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー

ビ
ス
の
ご
案
内

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
っ

た
コ
ン
ビ
ニ
交
付
で
は
、
手
数
料

が
役
場
窓
口
よ
り
１
０
０
円
安
く

証
明
書
が
取
得
で
き
ま
す
。

対
象　

町
内
に
住
民
登
録
の
あ
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
得
者

証
明
書
取
得
に
必
要
な
も
の　

・ 

有
効
な「
利
用
者
用
電
子
証
明

書
」が
格
納
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド

・
４
桁
の
暗
証
番
号

※ 

暗
証
番
号
を
３
回
間
違
え
て
入

力
す
る
と
、
ロ
ッ
ク
が
か
か
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

取
得
で
き
る
証
明
書

　

住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証

明
書
、課
税（
非
課
税
）証
明
書（
※

現
年
度
分
の
み
）

交
付
手
数
料

　

１
通　

２
０
０
円

利
用
可
能
時
間

　

午
前
６
時
30
分
〜
午
後
11
時

※
年
末
年
始
を
除
く

注
意
事
項

① 

住
民
票
の
写
し
に
は
、
住
民
票

コ
ー
ド
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
、
住

所
や
氏
名
の
履
歴
は
記
載
さ
れ

ま
せ
ん
。（
一
つ
前
の
住
所
は

記
載
さ
れ
ま
す
）

② 

除
か
れ
た
住
民
票（
除
票
）は
取

得
で
き
ま
せ
ん
。

③ 

間
違
え
て
発
行
し
た
証
明
書
の

交
換
・
返
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
の
他

　

コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
証
明
書
は
、

役
場
窓
口
で
発
行
す
る
用
紙
と
異

な
り
ま
す
が
、
両
面
に
高
度
な
改

ざ
ん
防
止
処
理
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

問
住
民
課
住
民
班

☎（
84
）１
２
１
４

問
税
務
課
住
民
税
班

☎（
84
）１
２
１
２

個
人
事
業
税
は
納
期
限
ま
で

に
納
め
ま
し
ょ
う

　

個
人
事
業
税（
第
２
期
分
）の
納

期
限
は
、
11
月
30
日（
水
）で
す
。

納
付
書
は
11
月
中
旬
に
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に
納
め
ま

し
ょ
う
。

納
付
方
法
の
ご
案
内

　

納
付
に
は
金
融
機
関
窓
口
や
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の
ほ
か
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
ア
プ
リ「
モ
バ
イ
ル
レ
ジ
」

や「
P
a
y
P
a
y
」な
ど
が
利
用

で
き
、い
つ
で
も
納
付
が
可
能
で
す
。

　

ま
た
、
事
前
登
録
に
よ
り
口
座

振
替
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
個
人
事
業
税
の
納
税
で

お
悩
み
の
方
は
、
東
金
県
税
事
務

所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
東
金
県
税
事
務
所

☎
０
４
７
５（
54
）０
２
２
３

11
月
は「
ね
ん
き
ん
月
間
」で
す
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